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マイホームを売却した際の 3,000 万円特別控除の適用について 
 

確定申告の提出時期が近づいてまいりました。マイホームを売却した際には、確定申告が必要な場合があります。

その際に、所有期間に関係なく譲渡所得から最高 3,000 万円まで控除できる「3,000 万円特別控除」という特例が

あります。昨年中に、マイホームを売却された方もいらっしゃるのではないでしょうか。居住用不動産を譲渡した

場合の 3,000 万円特別控除の適用可否について争われた裁決事例を通じて、3,000 万円特別控除の要件について確

認してみましょう。（国税不服審判所 平成 26年 2月 17日裁決） 

１．事実の概要 

 請求人は、居住の用に供している家屋を一部取り壊し、その取壊した部分の敷地の用に供されていた土地の譲渡

について、居住用財産の譲渡所得の 3,000 万円特別控除を適用して申告しました。しかし、税務当局は家屋の一部

取壊し後に残存する家屋が居住の用に供しえ得なくなったとはいえないため、本件譲渡に 3,000 万円特別控除は適

用できないとして、請求人の主張は認めませんでした。 

２．3,000万円特別控除の適用要件 

（１）現に居住している家屋を譲渡した場合 

（２）現に居住している家屋とともにその敷地である土地等を譲渡した場合 

（３）（１）または（２）の譲渡を、その家屋に居住しなくなってから３年を経過する日の属する年の 12 月 31 日

までに行った場合 

３．「家屋とともに土地を譲渡した場合」の解釈について 

土地については、上記の２（２）に記載している通り、家屋とともに行う譲渡を対象としており、家屋を取壊し

土地のみを譲渡した場合については、直接の規定が設けられていません。しかし、以下のような場合には 3,000 万

円特別控除の適用があると解されます。 

（１）土地を更地にして譲渡するために家屋を取壊し、土地のみを譲渡した場合 

（２）家屋の敷地の一部を更地にして譲渡するために家屋の一部を取壊し、その取壊し部分の敷地を譲渡した場合

（下記①及び②の要件を満たしているときに限る。） 

①その取壊しが、取壊し部分の敷地を更地として譲渡するために必要な限度のもの 

②その取壊しにより家屋の残存部分が物理的形状等に照らし居住の用に供しえなくなったといえるとき 

４．争点 

本件では、上記３（２）①には争いがなく、②の「その取壊しにより家屋の残存部分が物理的形状等に照らし居

住の用に供しえなくなったといえるか否か」が争点です。 

５．裁決 

 本件残存家屋には居間兼台所、便所と浴室、玄関、居室については 3室あり、客観的に人が居住し日常生活を送

るのに必要な台所、便所、浴室、居室の全てを備えていると認められます。現に家屋の一部取壊し及び改修工事中

も、本件残存家屋に家族４人で居住していました。間取りや面積（総床面積 105.20㎡）からみても、請求人ら家族

４人が居住できる間取りと広さは確保されていたといえます。よって、家屋の一部取壊しにより本件残存家屋が「物

理的形状等に照らし、居住の用に供し得なくなった」とはいえず、本件譲渡に 3,000 万円特別控除は適用できませ

ん。 

４.まとめ 

今回の裁決事例では、家屋を一部取壊して土地を譲渡し、3,000万円特別控除を適用する場合には、「その家屋に

は現実的に居住し難い状態」であることがポイントです。庭先や離れ等だけを売却しても対象にはなりません。建

物全部を取壊して、その土地の一部を売却すれば対象となります。3,000 万円特別控除を適用する場合には、上記

記載の適用要件が原則となりますが、他の特例を適用している場合には、3,000 万円特別控除を適用できない場合

もあります。なお、居住用財産を売却した場合には、今回の特別控除以外にも軽減税率等の特例が適用できる場合

もございます。特例を活用したい場合には、必ず事前にご相談ください。 
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